
 

 

 

 

 

 

『学童だより』は公民館と連携のもと定期的に発行・地区回覧させていただいております。 

また、日頃の保育の様子などは右上の公式 HPよりご覧になれます。 

今年度もよろしくお願いいたします。 

今年度は、新たに 99名の新入所児を迎え、総勢 334名で新年度をスタートいたしました。  
去る 3月には、南部第三・第四学童保育所が小学校内からグラウンド南西側へ移転し、新築開

所いたしました。4月にはお披露目会を開催し、行政や小学校、地域の皆さまをお招きして、新
しい施設をご覧いただくことができました。 
これもひとえに皆さまの温かいご支援とご協力のおかげと、心より感謝申し上げます。子ども

たちがこの素晴らしい環境の中で、安心して楽しく過ごせることを大変うれしく思っておりま
す。 
これからも「地域の中の学童保育所」として、皆さまとともに子どもたちの安心できる居場所

づくりに努めてまいります。今後とも変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

～令和８年度入所児童数～ 

南部 南部第二 南部第三 南部第四 南部第五 南部第六 計 

59 59 49 49 60 58 334 
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天童南部第三・第四学童保育所 

新築ありがとうございました 

 
我が娘は４年生になりましたが、トイレが室内

にあることや手洗い場、調理室があることにとて

も喜んでいて、毎日学童にいくことが楽しみなよ

うです。保護者としても、今までトイレが離れて

いたり、台所スペースがないことに不安を抱えて

おりましたので、今まで以上に安心して子どもを

預けることができます。 

～南部第三学童 保護者会長～ 

挨拶一部抜粋 

第 1回南部地域運営委員会のご報告 

 
5 月 15日(金)に第 1回運営委員会が開催されました。今

年度より新たに今井侯様、星川吉郎様、海老栄子様、國井

良次様の 4名をお迎えし、新体制でスタートいたしました。 

学童保育所は“子育て支援の拠点”として、保護者の皆

さんや子どもたちの声を地域に届け、地域全体で子どもた

ちを育む場所を目指してまいります。今回は「子どもの安

心・安全な居場所」や「保護者同士のつながり・地域との

連携」について活発な話し合いが行われました。 

今後は保護者アンケートを実施し、具体的な意見を取り

入れながら、より良い学童運営に努めてまいります。 



◆学童保育所利用率の増加と対策◆ 
現在、少子化が進む一方で、共働き世帯の増加により学童保育の需要は高まっています。さら

に南部地区（芳賀・一日町地区の分譲など）では世帯数が増えており、令和 11年度に向けて学童

の児童数が受け入れ上限を超える可能性が出てまいりました。 

このような状況の中、学童では昨年度より「＊待機児童を出さない」ための取り組みとして、

「4年生までの自立」を目標に掲げてまいりました。同時に、地域の皆さまのお力をお借りしな

がら、子どもたちが安心して過ごせる「こどもの居場所づくり」を進めております。 

今年度も引き続き、日々の保育を充実させるとともに、地域の皆

さまから広くご意見をいただきながら、この二つの柱（自立の支

援・居場所づくり）に全力で取り組んでまいります。 

子どもたちが地域の中で健やかに育っていけるよう、皆さまの温か

いサポートをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

なぜなに？がくどうほいく？ 

○学童保育所ってなぁに？ 

「学童保育所」は「放課後児童クラブ」と同義で、法律上の名

称は「放課後児童健全育成事業」と言い、１９９７年の「児童福

祉法」により位置づけられました。主な役割は共働きなどで昼間

に保護者がいない小学生に対し、放課後の「遊び」と「生活」の

場を提供し、健全な育成を図ることです。小学校などの“教育施設”や放課後デイサービスなどの

“療育施設”とは違い、“生活の場”であるため、『第二の家』といったり、一緒に過ごす異年齢集

団を『昼間のきょうだい』ということもあります。生活の場なのでカリキュラムのようなものはな

く、『生きる力』を大切に毎日を過ごしています。こどもたち・支援員・保護者のみなさんの意見

を反映させながら、生活づくりを行っています。 

＊待機児童 

待機児童とは、保育園や幼稚

園などの施設に入りたくて

も、定員などの問題で入園す

ることができず、順番待ちを

している子どものこと。 

～NPO 法人天童地区学童保育協会 南部地域学童一覧～ 

南部学童保育所   田鶴町 4丁目 2-10 南部小隣  ☎023-654-6930 ✉nanbu1@tendogakudo.jp 

南部第二学童保育所 駅西 4丁目 10-12  市民病院向かい  ☎023-651-5301 ✉aozora-nanbu@tendogakudo.jp 

南部第三学童保育所 田鶴町 4丁目 2-37 1F グラウンド南西 ☎023-651-8131 ✉nanbu-chibikko@tendogakudo.jp 

南部第四学童保育所 田鶴町 4丁目 2-37 2F    〃  ☎023-687-0734 ✉azisai@tendogakudo.jp 

南部第五学童保育所 田鶴町４丁目 2-1 1F 南部小裏 ☎023-665-4020 ✉takenoko.nanbu5@tendogakudo.jp 

南部第六学童保育所 田鶴町４丁目 2-1 2F    〃   ☎023-676-7250 ✉nanbu6.tanpopo@tendogakudo.jp 

○『支援員』ってなぁに？ 
“支援員”は 2015年に制定された新

しい資格で『放課後児童支援員』が正

式名称です。資格保持者を常時１名以

上配置することが義務付けられていま

す。今までは子どもの命を預かる仕事

でありながら、特に資格の必要があり

ませんでしたが、明確に制度化された

ことで、専門資格が必要な“専門職”

としての位置づけがなされました。 

○どんな生活をしているの？ 

15:00 ごろ     ただいま～ しゅくだい 

15:30～16:00 ごろ じゆう遊び（お外も行きます♪） 

16:00～16:30 ごろ おやつ（縦割り斑や自由班など） 

16:30～17:30 ごろ じゆう遊び（お庭や屋内にて） 

17:30 以降     静かな遊び（お迎えを待ちます） 

19:00       閉所 

※午前中は会議、こどもたちの共有・記録、おたより作

成や事務作業などに充てられています。 


